
年次有給休暇の実務上の注意点

必要経費になる青色専従者給与
年の途中の支給打切りには注意！
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生計を一にしている配偶者その他の親族が納税者

の経営する事業に従事している場合、これらの人に

支払う給与は原則、必要経費にはならないが、青色

申告者の場合は、一定の要件の下に実際に支払った

給与の額を必要経費とする青色事業専従者給与の特

例が認められている。

青色申告者は、記帳によって家計と事業の経理区分

が明確なので、家族従業員に支払う給与も、一般の

従業員の給与と同様に取り扱うべき、との考えによ

るものだ。

家族従業員の給与を必要経費に算入できることには大きなメリットがあるが、一方で留意点も少なくない。

例えば、景況の変化や専従者の就業内容に異動が生じたことなどから、当初届け出た給与の金額などに変更がある場合は、すぐ

にその旨を税務署に届け出なければならない。

さらに注意が必要なのは、事業収入が思うように上がらないなどで、給与の支給を年の中途で打ち切った場合である。

場合によっては、それまでに支払った専従者給与を必要経費に算入できないケースが出てくる。原則的には、就業期間が６カ月

を超えていれば、それまでに支払った給与は必要経費となるが、半年未満の場合には、その間に支払った給与の必要経費算入は

認められない。

ただし、その場合は、すでに収めた源泉徴収税額の還付を受けることができるし、事業主は、その配偶者について配偶者控除の

適用を受けることができる。

必要経費になる青色専従者給与
年の途中の支給打切りには注意！

税理士の

福岡事業部　佐藤大輔

2018年も半年以上が過ぎました。

青色事業専従者給与をお支払いでしょうか。半年を経過し、思うように経営が上手くいかない場合、青色事業

専従者への給与の支給の打ち切りも検討事項となると思います。

打ち切りの際、就業期間にはご注意ください。上記給与を経費にするには、６カ月を超える期間の就業が必要

になります。

この就業期間は続けての６カ月ではなく、１年のうちの就業期間の合計のことを意味します。

また、青色事業専従者給与を支払った専従者は、たとえその給与の額が扶養の範囲内であれ、扶養に入れるこ

ともできませんので合わせてご注意ください。



年次有給休暇の実務上の注意点

社労士の

働き方改革関連法が成立しました。その中の１つに、年次有給休暇の年５日の取得義務があります（施行日：平

成31年４月１日）。

使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、５日について、毎年、時季を指定して与えな

ければならないこととなりました。

労働者が年次有給休暇を５日以上取得出来ているところは問題ないですが、取得出来ていないところは、計画

的付与等の制度の導入など対策の検討が必要となります。

また、年次有給休暇の取得状況の把握のため、年次有給休暇の管理簿を作成していないところは作成しておく

方がよいでしょう。

社労士　池淵正義

年次有給休暇とは、休日とは別に、一定の日数の賃金を保障された休暇のことで、社員の心身のリフレッシュを目的としています。

ただし、利用目的は社員の自由です。 この年次有給休暇は、

　① 入社日から起算して６カ月継続勤務していること 

　② 全労働日の８割以上出勤していること 

の２つが発生要件です。

継続勤務とは在籍期間のことをいいます。そのため、定年退職による退職者を引き続き嘱託などとして再雇用した場合や、

休職者が復職したときなどは、継続勤務として扱われます。

社員が自分の業務と調整を図りながら、気兼ねなく年次有給休暇を取得することができるようにと、一定の日数については「計

画的付与」として年次有給休暇を与えることができます。

計画的付与の対象となるのは、年次有給休暇の日数のうち５日を超える日数で、全社一斉、部署別、個人単位で与えてもかまいま

せん。

この制度は労使協定の締結が必要になり、協定では次の内容を定めなければなりません。（労基署への届出は不要）

　① 全社一斉の場合は、具体的な有給休暇の付与日 

　② 部署別の交代制付与の場合は、部署ごとに具体的な年次有給休暇の付与日 

　③ 個人別の場合は、計画表を作成する時期、手続き（具体的な付与日は計画表による）  

【年次有給休暇の付与日数】

勤続年数

付与日数

６カ月

10

１年６カ月

11

２年６カ月

12

３年６カ月

14

４年６カ月

16

５年６カ月

18

６年６カ月

20

年次有給休暇の発生要件は２つ

年次有給休暇の計画的付与の仕方
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